
の 2.5から 1,000 分の 88 の範囲

①　平成 31 年度の雇用保険率

②　平成 30 年度の雇用保険率

※　園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定

　の船員を雇用する事業については、一般の事業の率が適用されます。
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　 保険年度の初日（ 4 月 1 日）において満 64 歳以上の被保険者は、短期雇用特例被

保険者及び日雇労働被保険者を除き、雇用保険の保険料が被保険者負担分および事業

主負担分ともに免除されます。なお、昭和 29 年 4 月 1 日までに生まれた船員の被保

険者については、船員保険（失業部門）と雇用保険の統合に伴う経過措置が講じられ

ています。（ただし、平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても雇用保険の

適用対象となったことにより、保険料免除は平成31年度までとなっております。）
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